
「総合内科医養成研修センター」の指定について 
 
■ 概  要 
    北海道では、平成２２年１月に策定した「地域医療再生計画」に基づき、本道の地

域医療を担う医師の養成・確保を図るため、幅広い診療能力を有し、総合的な診療に

対応できる医師の養成に取り組む医療機関を「総合内科医養成研修センター」に指定

し、その運営に対して支援を行う。 
 
■ 指定期間 
  平成２２年１２月１５日から平成２６年３月３１日まで 
 
■ 指定要件 
    総合内科医の養成に取り組むこととしている医療機関からの申請に基づき、次に掲

げる要件を満たし、適当と認めるものを北海道が指定する。 
  (1) 後期臨床研修プログラム（概ね３年間）を有していること。 
  (2) 指導医を１名以上確保していること。 
  (3) 総合内科に関する専門外来を開設していること。 
  (4) 総合内科に関する病棟研修体制が確保されていること。 
 
■ 研修センターの取組 
  ○ 研修センターにおいては、総合内科医を目指す医師を広く募集し、多くの総合内

科医の養成に取り組む。 
  ○  研修センターでは、離島やへき地等において在宅医療や住民に対する健康教育・

健康相談を行うなど、研修医が地域医療を幅広く担う能力を身につけられるよう、

それぞれの特色を活かした研修プログラムを用意。 
 ○ 研修修了後には、多くの医師が地域医療の担い手として活躍できるよう努める。 
 
■ 運営費に対する助成 
 ○ 道では、研修医を確保し、養成を行う研修センターの運営費に対して助成を行う。 
 
総合内科医養成研修センター [全 23 箇所] 
 

医 療 機 関 名 医 療 機 関 名 
北海道立江差病院（江差町） 本輪西ファミリークリニック（室蘭市） 
松前町立松前病院（松前町） 市立室蘭総合病院（室蘭市） 
道南勤医協函館稜北病院（函館市） 道北勤医協一条通病院（旭川市） 
江別市立病院（江別市） 名寄市立総合病院（名寄市） 
札幌社会保険総合病院（札幌市） 北海道社会事業協会富良野病院（富良野市） 
手稲渓仁会病院（札幌市） 留萌市立病院（留萌市） 
勤医協札幌病院（札幌市） 北見赤十字病院（北見市） 
勤医協中央病院（札幌市） 帯広厚生病院（帯広市） 
国立病院機構北海道医療ｾﾝﾀｰ（札幌市） 帯広第一病院（帯広市） 
倶知安厚生病院（倶知安町） 道東勤医協釧路協立病院（釧路市） 
北海道社会事業協会余市病院（余市町） 市立根室病院（根室市） 
砂川市立病院（砂川市）  

 


